
令
和
五
年
十
月
二
十
四
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）

令

和

五

年

第

四

五

五

号

十
月
二
十
四
日

（　火 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

保
安
林
の
指
定
の
解
除  

一

指
定
予
定
保
安
林
（
二
件
）  

一

解
除
予
定
保
安
林
（
三
件
）  

二

中
津
都
市
計
画
道
路
の
変
更  

二

　
　
　
　
　
　
　
訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
政
策
企
画
委
員
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正  

三

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

落
札
者
等
の
公
示  

三

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

  　

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
古
後
字
柚
ノ
木
七
番
四
二
か
ら
七
番
四
七
ま
で
、
七
番
五
四
か
ら
七
番
五
八
ま
で
、

七
番
六
三
か
ら
七
番
六
八
ま
で

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

公
衆
の
保
健

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
大
字
大
肥
字
影
ノ
木
七
九
〇
番
・
七
九
一
番
・
七
九
四
番
・
七
九
五
番
・
八
二
四
番
一
（
以
上

　

五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
八
〇
番
か
ら
七
八
四
番
ま
で
、
七
八
六
番
、
七
九

　

六
番
か
ら
八
〇
四
番
ま
で

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
影
ノ
木
七
八
一
番
か
ら
七
八
四
番
ま
で
・
七
九
六
番
か
ら
八
〇
〇
番
ま
で
・
八
〇
二
番
・
八
二

　
　
　

四
番
一
（
以
上
十
一
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所



令
和
五
年
十
月
二
十
四
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
四
日
市
字
金
山
二
〇
九
五
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局
並
び
に
玖
珠
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
中
津
江
村
合
瀬
字
渡
神
一
二
六
五
番
八
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局

並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
中
津
江
村
合
瀬
字
長
谷
一
二
八
四
番
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局

並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
ユ
ム
田
一
二
五
一
番
三
〇

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
中
津
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

中
津
都
市
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
事
項位　

　
　
　
　
　
　
　
　

置



令
和
五
年
十
月
二
十
四
日

三

大
分
県
報
（
告
示
・
訓
令
甲
・
公
告
）

名　
　
　
　

称

変
更
の
概
要

起　
　
　

点

終　
　
　

点

三
・
四
・
四
号

外
馬
場
錆
矢
堂
線

中
津
市
字
外
馬
場

中
津
市
大
字
下
池
永
字

一
丁
畑

延
長
の
増

終
点
の
変
更

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

中
津
市
豊
田
町
十
四
番
地
三　

中
津
市
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

○
訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
十
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　
　
　
　

庁

　

大
分
県
政
策
企
画
委
員
会
設
置
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
訓
令
甲
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

第
二
条
第
二
号
中
「
県
政
推
進
指
針
」
を
「
県
政
重
点
方
針
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

中
部
地
区
Ｃ
清
掃
業
務
委
託

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
五
年
八
月
十
七
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
テ
ー
ジ　

九
州
支
店　

支
店
長　

森　

田　

建　

仁

　
　

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
天
神
四
丁
目
一
番
十
七
号

五　

落
札
金
額

　
　

百
二
万
千
九
百
円
（
委
託
料
の
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
五
年
七
月
七
日


